
品川区養護老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱 

 
制定 昭和６２年１月２６日 要綱第７７号 

改正  平成４年４月１日 要 綱 第 ２ 号 

改正  平成５年４月１日 要綱第１２号 

改正  平成９年４月１日 要 綱 第 ３ 号 

改正 平成１２年４月１日 要 綱 第 ４ 号 

改正 平成１３年４月１日 要綱第１２１号 

改正 平成１６年５月１８日 要綱第８４号 

改正 平成２１年３月３１日 要綱第２３１号 

改正 平成２７年３月３１日 要綱第２７７号 

改正 平成３１年４月１日 要綱第１２４号 

 

 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号。以下「法」という。）第 11条第 1項第 1号に規定

する措置事務の適正な実施を確保するため、福祉事務所に品川区養護老人ホーム入所判定委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行い、その結果を福祉事務所長（以下

「所長」という。）に報告する。 

（１）法第 11条第 1項第 1号に規定する措置（以下「入所措置」という。）の要否に関するこ

と。 

（２）所長が、入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要

否に関すること。 

（３）第 1号で要と判定された者に係る入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。 

（４）第 1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。 

（５）その他所長が必要と認める事項。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、学識経験者、社会福祉法人の職員、民生委員および区に勤務する職員の中か

ら、所長が任命または委嘱する委員 9名をもって構成する。 

 

（任期） 

第４条 委員（区に勤務する職員の中から任命された委員を除く。）の任期は 2年とし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（運営） 

第５条 委員会は、所長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開催することができない。 

３ 委員会の審査は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

 

（委員長および副委員長） 

第６条 委員会に委員長および副委員長を置く。 

２ 委員長は、福祉部長とし、副委員長は、委員の互選とする。 



３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

（措置の基準） 

第７条 第２条に規定する入所措置および入所措置継続の要否判定は、別紙１「措置の基準」による。 

 

（報告） 

第８条 委員会は、第２条に規定する報告をするときは、別紙２「養護老人ホーム入所判定審査票」

（以下「審査票」という。）によるものとする。 

 

（緊急入所措置） 

第９条 所長は、緊急やむを得ないと認める場合、委員会の判定をまたずに入所措置をとることがで

きる。 

２ 前項の措置をとった場合、所長は、次回の委員会に報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。 

 

（委 任） 

第 11条 この要綱の施行について必要な事項は、別に福祉部長が定める。 

 

 

付 則 

この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

 

 付 則 

 この要綱は、平成１２年１月１日から適用する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１３年４月 1日から適用する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



別紙１ 

 

措 置 の 基 準 
 

１ 養護老人ホーム 

 法第 11条第 1項第 1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、また、入所を委託す

る措置は、当該老人が次の（１）および（２）のいずれにも該当する場合に行うものとする。 

 

（１）身体上、精神上又は、環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ〜オのいずれ

かの事項に該当すること。 

 

事 項 基 準 

ア 健康状態 

 

イ 日常生活動作の状況 

 

 

ウ 精神の状況 

 

 

エ 家族の状況 

 

オ 住居の状況 

入院加療を要する病態ではないこと。 

伝染病疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。 

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が 1項目以

上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても

適切に行うことができないと認められること。 

入所判定審査票による認知症等精神障害の問題が軽度であって、日常

生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、又は

あっても適切に行うことができないと認められること。 

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく

害すると認められること。 

住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境

が劣悪な状況にあるため、老人の心身を著しく害すると認められる

こと。 

 

（２）経済的事情については、老人福祉法施行令第６条に規定する事項に該当すること。 

 

 

２ 特別養護老人ホーム 

 法第 11条第 2項の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、また、入所を委託する

措置は、当該老人が次の（１）に該当し、かつ、（２）又は（３）のいずれにも該当する場合に行

うものとする。 

 

事 項 基 準 

(1) 健康状態 

 

(2) 日常生活動作の状況 

 

 

(3) 精神の状況 

 

入院加療を要する病態ではないこと。 

伝染病疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。 

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が 1項目以上

および一部介助が 2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認めら

れること。 
入所判定審査票による認知症等精神障害の問題が重度又は中度に該

当し、かつ、その状態が継続すると認められること。 

ただし、著しい精神障害および問題行動のため医療処遇が適当な

者を除く。 

 



別紙２ 

 老人ホーム入所判定審査票  

氏 名   年 月 日（満  歳） 男 ・ 女 

住 所  身体障害者手帳 有（  級） 無 障害名 

１．身体及び日常生活動作の状況 

（１）身体状況 （２）日常生活動作の状況 

ア．身 長 

イ．体 重 

ウ．視 力 

エ．聴 力 

オ．言 葉 

カ．褥 瘡 

キ．おむつ使用 

      ｃｍ 

ｋｇ 

ｱ.普通 ｲ.弱視 ｳ.全盲 

ｱ.普通 ｲ.やや難聴 ｳ.難聴 

ｱ.普通 ｲ.少し不自由 ｳ.不自由 

ｱ.無 ｲ.有（程度      ） 

ｱ.無 ｲ.有（昼夜 、夜のみ ） 

ア．歩 行 

イ．排 泄 

ウ．食 事 

エ．入 浴 

オ．着脱衣 

ｱ.自分で可  ｲ.一部介助  ｳ.全介助 

ｱ.自分で可  ｲ.一部介助  ｳ.全介助 

ｱ.自分で可  ｲ.一部介助  ｳ.全介助 

ｱ.自分で可  ｲ.一部介助  ｳ.全介助 

ｱ.自分で可  ｲ.一部介助  ｳ.全介助 

２．健康状態 

 

２．精神状態 

(1)性 格  ア．朗らか  イ．親しみやすい  ウ．几帳面  エ．こり性 

 オ．自分のことを気にしやすい   カ．人にとけこめない キ．好き嫌いが多い 

 ク．わがまま ケ．頑固 コ．短期 サ．無口 シ．融通がきかない 

(2)対人関係 ア．拒否的である  イ．普通  ウ．協調的である 

(3)精神状態  ア．正 常 

 イ．精神障害あり 

 （ア）認知症  ア 記憶障害  ａ．重度  ｂ．中度  ｃ．軽度 

         イ 失 見 当  ａ．重度  ｂ．中度  ｃ．軽度 

 （イ）心気症状 （ウ）不安 （エ）焦燥 （オ）抑うつ状態 （カ）興奮 

 （キ）幻覚 （ク）妄想 （ケ）せん妄 （コ）睡眠障害 

(4)問題行動 ｱ.攻撃的行動 

ｲ.自傷行為 

ｳ.火の扱い 

ｴ.徘  徊 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

ｵ.不穏興奮 

ｶ.不潔行為 

ｷ.失  禁 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

(ア)重度 (イ)中度 (ウ)軽度 

 

４．家族の状況 

氏 名 続 柄 年 齢 備 考 

    

    

    



５．住居の状況 

 

６．経済的状況（区民税の課税状況） 

生計中心者の氏名 
 

ア．生活保護法による被保護世帯 

イ．区民税非課税世帯 

ウ．区民税課税世帯（(ア)均等割 (イ)所得割） 

エ．所得税課税世帯 

７．在宅サービスの利用状況 ８．その他特記事項 

  

 

９．総合判定 

(1)医学による 
判定 

(2)日常生活動作
による判定 

(3)精神状況（問
題行動）による
判定 

(4)経済的状況に
よる判定 

(5)家族および住
居の状況によ
る判定 

(6)総合判定 

 

ｱ.要入院 

 

ｲ.要通院 

 

 

 

 

 

 

ｳ.入院の必要な

し 

ｱ.養護老人ホー

ムの対象 

 

ｲ.特別養護老人

ホームの対象 

 

 

 

 

ｳ.老人ホーム入

所の対象外 

ｱ.著しい問題行

動あり（要入院） 

 

ｲ.問題行動あり 
(ｱ)養護老人ホー

ムの対象 

(ｲ)特別養護老人

ホームの対象 

 

ｳ.問題行動なし 

ｱ.養護老人ホー

ムの対象 

 

ｲ. 養護老人ホ

ームの対象外 

ｱ.養護老人ホー

ムの対象 

 

ｲ. 養護老人ホ

ームの対象外 

ｱ.要入院 

 

 

ｲ. 養護老人ホ

ームの対象 

 

 

 

 

ｳ.特別養護老人

ホーム入所対象 

 

ｴ.老人ホーム入

所の対象外 

（意 見） 

１０．今後の処遇方針 

 

 


